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平成 30年第 13回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言  平成 30年 12月 20日（木）午後１時 30分 

２ 場  所  三条市役所栄庁舎 応接室 

３ 出 席 者  長谷川教育長、長沼委員、渡辺委員、小林委員、佐藤委員 

４ 説明のための出席者 

栗山教育部長、遠藤教育総務課長、栗林子育て支援課長、 

髙橋小中一貫教育推進課長、捧教育センター長、大谷教育総務課課長補佐、 

西澤教育総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人  ２人 

６ 議 題       

(1) 会議録の承認 

  平成 30年第 12回教育委員会定例会会議録 

(2) 報告 

報第１号 三条市議会 12月定例会の概要について 

報第２号 三条市立学校暑さ対策ガイドラインについて 

報第３号 小中一貫教育実施状況について 

(3) 議事 

議第１号 三条市部活動ガイドラインについて 

(4) 次回教育委員会定例会の日程について 

７ 審議の経過及び結果 

(1) 会議録の承認について 

長谷川教育長から平成 30年第 12回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

                                            

(2) 報告 

  報第１号 三条市議会 12月定例会の概要について 

   栗山教育部長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

報第２号 三条市立学校暑さ対策ガイドラインについて 

   髙橋小中一貫教育推進課長が説明 

（長沼委員） 

    きちんと睡眠を取ることや朝食に味噌汁を飲むことで暑さに対する子どもの抵抗力
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が増すということを何度も聞いています。熱中症を予防するために朝食を取る、味噌汁

を飲む、睡眠をきちんと取るということは大事なことですので、何かの折に付け加えて

くださるようお願いします。 

  （髙橋小中一貫教育推進課長） 

    三条市では子育て支援課を中心に眠育事業を進めており、睡眠や朝食をしっかり取る

ことの大切さ、また、規則正しい生活を心掛けることについて御指摘いただきましたよ

うに、通知や日常の指導などを通して徹底してまいりたいと考えております。 

（小林委員） 

  暑さ指数をベースに運用されるということですが、各学校に暑さ指数を測定する設備

が整備されているのですか。 

（髙橋小中一貫教育推進課長） 

  環境省が発表する暑さ指数については、翌々日までの予測値がメールで届きますの

で、随時その数値を学校へ通知をしております。また、学校現場におきましても、今年

の夏に教育総務課が暑さ指数計を各学校に配布しておりますので、例えば運動している

場所やプールサイドの暑さ指数を随時把握しながら安全対策を図っております。 

（渡辺委員） 

  同じ学校内であっても場所により気温に差が生じることと思いますが、そういった状

況を管理職がしっかりと把握するよう教育委員会からも指導をお願いします。 

（髙橋小中一貫教育推進課長） 

  御指摘のとおり、上層階や風通しの悪いところは気温が高くなるという状況がありま

す。今年の夏に学校管理士や教職員が各階の教室の気温や暑さ指数を計測しながら対応

しておりますので、そういったデータを基に来年の夏についても学校内の暑さの状況を

しっかりと把握しながら対応してまいりたいと考えております。 

報第３号 小中一貫教育実施状況について 

 捧教育センター長が説明 

質疑に入るが質疑なく、質疑終結 

                                            

(3) 議事 

議第１号 三条市部活動ガイドラインについて 

   髙橋小中一貫教育推進課長が説明 

（小林委員） 

  内容はしっかり作られているなと感じましたが、今回ガイドラインの策定に至った経
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緯をお聞かせいただければと思います。 

（髙橋小中一貫教育推進課長） 

    ここ数年、部活動の過熱化が大きな問題となっております。過熱化により生徒が本来

取り組みたい競技ができなかったり、生徒の人間関係に軋轢が生じる。あるいは身体的、

心理的に非常に追い込まれるという状況が問題として上がっています。 

また、もう一つの問題として、教職員の働き方改革があります。部活動の過熱化によ

り教職員の休日がない、超過勤務が多くなるという状況があり、三条市においても適正

な勤務ができるよう取り組んできたところでありますが、ガイドラインを策定し適正化

を図ってまいりたいというものであります。 

    なお、その背景にはスポーツ庁が部活動ガイドラインを示し、それに基づき新潟県も

県としてのガイドラインを策定しました。その対応に則って市町村教育委員会も部活動

ガイドラインを策定するということになったことから、今回の策定に至ったものでござ

います。 

                                            

(4) 次回教育委員会定例会の日程について 

遠藤教育総務課長から提案があり、教育長が諮り次のとおり決定 

     〔日時〕平成 31年１月 25日（金）午後１時 30分 

〔会場〕三条市役所栄庁舎 応接室 

                                            

８ 閉会宣言  午後２時２分 

    三条市教育委員会会議規則第 38 条及び第 39 条の規定により、会議の顛末を記載してここ

に署名する。 

                        三条市教育委員会 

                         教育長 長谷川 正二 

 

 


